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障害者情報の入力例

１ 障害者情報 入力基本形

２ 年度の途中で障害者になった場合

３ 年度の途中で身体障害の等級が変更になった場合

４ 身体障害の再認定に伴う留意点

５ 精神障害者手帳の有効期限が切れている場合

６ 年度の途中で退職した場合

７ 人事異動により事業所が変わった場合

８ 雇用契約の変更により雇用区分が変わった場合

９ 手帳の返還等により、障害者に該当しなくなった場合

１０ 特定短時間労働者の入力基本形

※ 記入説明書と併せてご覧ください
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＊氏名 キコウ モモエ氏

＊勤務地 高齢障害求職者雇用支援機構

＊雇入年月日 R1.8.1

＊雇用契約
・1週間の勤務日数 ５日
・1日の労働時間数 6時間
・週所定労働時間数 5日×6ｈ＝30ｈ
・月所定労働時間数 30ｈ×４週＝120ｈ

＊雇用区分 短時間以外の労働者＝常用
（入力画面の表記 常用雇用労働者＝常用）

＊労働時間は、賃金台帳などを基に、所
定労働時間と実労働時間に分けて入力し
ます。
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所定労働時間は就業規則や契約等で決めら
れた労働時間を入力、
実労働時間は実際に勤務した時間（残業等含
む）を入力
（記入説明書P23、24）

※1時間未満の端数は切り捨て

【注】
旅客運賃減額第1種・第2種は、
障害の等級ではありません。

確認記号
障害者手帳には記載されていません。
障害者の範囲と確認方法（記入説明書
P36）でご確認ください。

障害者手帳は、障害程度の変更や
有効期限を有するものがあります。
必ず入力前に内容を確認し、以下の
場合は、本人に確認してください。

●身体障害者手帳：障害の等級が変更
になったり、再認定を受けて再交付され
た場合

●知的障害者手帳：手帳に｢Ｂ｣、｢Ｂ１｣、
｢Ｂ２」の記載がある場合は「重度以外」
の障害です。「次の判定年月」などの記
載がある場合は、判定機関から「重度」
判定を受けていることがあります。本人
に確認し、判定書を所持している場合は、
その判定書の提出が必要

●精神障害者手帳：有効期限（２年）があ
ります。交付年月日を確認して、２年を
経過している場合は更新後の手帳を提
出

５
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情報を入力したら、
【確定】をクリック ⇒ 【保存】 ⇒
【一覧へ戻る】⇒ ほかに修正がなければ
【次の障害者】をクリックします。

例 １ 障害者情報 入力基本形

２
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障害者の確認書類
詳しくは記入説明書Ｐ
５５で確認してくださ
い。



◆令和5年度途中で身体障害者

になった例 （ﾖｺﾊﾏ ｹﾝﾀ氏）

障害者になった日とは「手帳
交付日」です。

「年度内障害年月日」欄に
手帳の交付日を入力します。

労働時間は、賃金台帳など
を基に、所定労働時間と
実労働時間に分けて入力し
ます。

＊モデル事業主の算定基礎日
は「１日」です。
この方は4月1日は障害者では
ありません。雇用障害者として
計上できるのは５月からになり
ます。

＊休職期間
R5.4.1～R5.9.30
就業規則等に休職期間の定め
があり、会社内で承認する書類
がある場合は、勤務したものと
みなします。よって、所定労働時
間と同じ時間数を実労働時間
に入力します。
※職場復帰日10月1日

＊傷病手当金の受給期間
R5.2.1～4.30
会社から給与の支給は無いが、
傷病手当金を受給している期間
は、勤務したものとみなします。
よって、所定労働時間と同じ時
間数を実労働時間に入力します。

3

富山県 第000666

2

1
氏名 横浜 兼太

交 付 令和5年4月20日
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２ 年度の途中で障害者になった場合例 身体
障害
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◆身体障害で再認定を受けた結
果、障害等級が変わった例（ｼｮｳﾜ ﾊ

ﾅｺ氏)

・ 手帳に再認定期日があり、

７月28日に再認定を受けました。

再認定を受けた結果、障害の等級

が３級から2級に変わりました。変更

後の手帳の再交付日は令和5年7月

31日です

・ 「年度内等級変更日」の欄に変更後

の手帳の再交付日を入力します。

「年度内等級変更日」を入力すると

〔現等級〕または〔前等級〕の入力欄

が表示されるので、ドロップダウン

ボタンをクリックして選択します。

事業主の算定基礎日は１日なので、

手帳が再交付された7月までは変更

前の等級で算定し、8月以降は変更

後の等級で算定されます。

※等級が変更になった場合は、変更

前と変更後の手帳の写しの提出が必

要です。

※「再認定」の留意点について

次頁でご確認ください。

１

２

３

４
現等級（変更後）

２

前等級（変更前）

１
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例 ３ 年度の途中で身体障害の等級が変更になった場合
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３
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［再認定期日】
【令和5年07月
31日】

交 付 平成30年07月22日
再交付 令和05年07月31日
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* 手帳の確認

再認定期日が記載がある場合は、その手

帳が再認定前の最新の手帳であるかご確認

ください。

【注】再認定期日を過ぎている場合

再認定期日を過ぎている手帳は確認書類

に該当しないため、再認定期日以降は雇用

障害者として計上できません。

速やかに障害者に確認し、再認定後の手

帳を確認してください。

＊障害等級を変更したら

申請対象期間（R5.4.1～R6.3.31）内に

等級変更があった場合は、変更の有無を明

らかにするため、 変更前の手帳と変更後の

手帳について全ページをコピーして提出し

てください。

１

１

４ 身体障害の再認定に伴う留意点

前等級（変更前） 現等級（変更後）

例

5

交 付 平成30年07月22日
再交付 令和05年07月31日

［再認定日］
［令和05年07月31日］



障害者手帳に記載されている有効期限は令和5年8月31日

であるが、更新していない。

退職の有無に関係なく、障害者として計上できるのは８月

までです。9月以降は計上できません。

５ 精神障害者手帳の有効期限が切れている場合

【注】
精神障害の手帳には有効期限があります。

有効期限が切れた方は、精神障害者として取り扱う

ことができません。必ずご本人に確認してください。

※記入説明書Ｐ３８の精神障害者保健福祉手帳参照
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◉ 精神障害者手帳の有効期限が切れていたが、

更新手続きを行っていない例(ﾍｲｾｲﾏｻｵ氏)

例

4月～8月までを入力します。
所定労働時間は就業規則や契約等で
決められた労働時間を入力、
実労働時間は実際に勤務した時間（残
業等含む）を入力
※1時間未満の端数は切り捨て２

１

（更新）令和 5 年 8 月 31 日
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令和４年度の途中で退職した例（ﾔﾏﾓﾄｶｽﾞｵ氏）

事業主の算定基礎日 １日

「現離職年月日」に、退職日（令和5年１２月２５日）

を入力します。

事業主の算定基礎日は1日です。退職月の12月1

日は在籍しているので、12月まで雇用障害者とし

て計上します。

※労働時間は、賃金台帳などを基に所定労働時間と

実労働時間に分けて入力してください。

雇用障害者として計上できる月は、「算定基礎日」

で判断します。

（例） 算定基礎日 １５日

①退職日 １２月２０日の場合

→１２月１５日には在籍しているので、１２月まで

計上できます。

②退職日 １２月１０日の場合

→１２月１５日には在籍していないので、１２月は

計上できません。計上できるのは１１月までです。

６ 年度の途中で退職した場合

１

２

例
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4月～１２月までを入力します。

・所定労働時間は、就業規則や契約等で

決められた労働時間を入力。

・実労働時間は、実際に勤務した時間（残

業等含む）を入力

※1時間未満の端数は切り捨て

２

１
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◉ 令和5年10月1日付けで、同法人内
の独）JEEDからJEED保育園へ異動
した例（ﾉｳﾌｼﾞﾛｳ氏）

※異動前と異動後に分けて入力

異動前
異動前の所属している事業所名
を入力します。

＊ 異動前の情報入力シートの年度
内転入出 「あり」をクリック
します

＊年度内転出年月日に、異動前日
令和5年9月３０日を入力し、
転出先には異動先となる事業所
名「JEED保育園」を入力します。

＊労働時間は、4月～9月の時間数
を入力します。

異動後
異動後の情報を入力するために、新規入
力をクリックします。

＊ 異動先となる事業所「JEED保育
園」を選択します。

＊ 年度内転入出「あり」をクリック
します。

年度内転入年月日に、異動日の
令和5年10月1日を入力し、転入前
の事業所名には「高齢障害求職者

雇用支援機構」を入力します。

労働時間は、10月～3月の時間
数を入力します。

１
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異動後

７ 人事異動により事業所が変わった場合

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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例
異動前
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◉ 令和5年７月1日付けで、雇用契約の
変更が生じ短時間から短時間以外に雇
用区分が変わった例（チバマサコ氏）

変更前と変更後に分けて入力します

変更前

＊ 変更前の雇用区分を入力します。

年度内転入出「あり」をクリックします。

年度内転出年月日に変更前日「6月30日｣を

入力し、転出先には変更後となる「常用」を

入力します。

＊労働時間は、4月～６月を入力します。

変更後

変更後の情報を入力するために、新規入力

をクリックします。

雇用区分は変更後の「常用」を選択します。

＊ 年度内転入出「あり」をクリックします。

年度内転入年月日には変更日7月1日を入力

し、転入前の事業所名には変更前の「短時

間」を入力します。

労働時間は、7月～３月を入力します。

変更前 変更後

８ 雇用契約の変更により雇用区分が変わった場合
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９ 手帳の返還等により、障害者に該当しなくなった場合

例

10

手帳を返還した
翌日を入力

現等級は「9．障害取り消し」を選択し、
前等級に「取消前等級」を入力
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②
③

常用雇用労働者には該当しませんが、

特例給付金の対象となる場合があります。

（ｺｳｾｲｱﾔｺ氏）

事業所 高齢・障害・求職者雇用支援機構

＊雇入年月日 R2.10.1

＊雇用契約 1か月の勤務時間数シフト制（月60ｈ）

＊雇用区分 特定短時間労働者

障害者情報 等級・程度の入力は不要

＊労働時間は、賃金台帳などを基に、所定労働時間

と 実労働時間に分けて入力します。

特定短時間
障害者

精神
障害

3

2

１

１０ 特定短時間労働者の入力基本形

4

例
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・所定労働時間は、就業規則や契約等で

決められた労働時間を入力。

・実労働時間は、実際に勤務した時間（残業等

含む）を入力

※1時間未満の端数は切り捨て

4
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交 付 日 令和4年１０月２０日

有効期限 令和6年１０月３１日
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お問い合わせ先

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
富山支部 高齢・障害者業務課

電 話：0766-26-1881

所在地：高岡市八ケ５５番地
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